
☆　一般世帯の方：第４段階【2割・3割負担】

1,382 円 2,073 円 41,460 円 62,190 円 171,900 円 192,630 円

1,526 円 2,289 円 45,780 円 68,670 円 円 円 176,220 円 199,110 円

1,679 円 2,518 円 50,370 円 75,540 円 180,810 円 205,980 円

1,827 円 2,740 円 54,810 円 82,200 円 185,250 円 212,640 円

1,969 円 2,953 円 59,070 円 88,590 円 189,510 円 219,030 円

【加算について】　※　2割負担は（　　）　　3割負担は【　　】

特別養護老人ホームしあわせ

令和5年6月1日現在
介護度

サービス費 サービス費　月額（30日）
食費 居住費

１ヶ月の利用料

料　金　表
２割負担 ３割負担 ２割負担 ３割負担 ２割負担 ３割負担

1

【サービス利用料金（目安）】 2 52,440 78,000

◆ ご契約者の状況により異なります。また、小数点以下の処理等により多少の誤差が生じます。
◆ 自己負担額は、自治体発行による負担割合証に基づきます。
◆ 利用者負担限度額認定制度（認定には市町村の介護保険課にて申請が必要になります）。
　本人世帯の所得額に応じ、利用者負担が減額されます。詳しくは市町村の介護保険課にご相談ください。

3 （1,748円×30日） （2,600円×30日）

4

5

☆　一般世帯の方：第４段階【１割負担】

介護度 サービス費
サービス費

月額（30日）
食費 居住費 １ヶ月の利用料 対

象

22,890 円 153,330 円
52,440 円 78,000 円

円円 155,640
　　（1,748円×30日） 　（2,600円×30日）

加算項目 金額 加算要件

1 691 円 20,730 円 151,170 円

共
通

看護体制加算Ⅰィ
13円/日

（25円）【38円】
常勤の看護師を１名以上配置している場合4 914 円 27,420 円 157,860

3 840 円 25,200

① 日常生活継続支援加算
48円/日

（96円）【144円】
重度の利用者が多くの割合を占め、介護福祉士資格を有する職員を手
厚く配置している場合

2 763 円

円

5 985 円 29,550 円 159,990 円

➁

➂ 看護体制加算Ⅱィ
24円/日

（48円）【72円】
看護職員を最低基準よりも1名以上上回って配置し、かつ医療機関と
の連携により24時間の連絡体制を確保している場合

☆　市民税非課税世帯：第3段階①（年金収入等80万円超120万円以下）　第3段階②（年金収入等120万円超）

➃ 科学的介護推進体制加算
53円/月

（105円）【157円】
すべての入居者についてデータ収集を行い、その情報に基づて介護
サービスの質の評価と科学的介護の取り組みを行った場合

介護度
314円/月

（627円）【941円】
医師および多職種が共同して自立支援にかかる支援計画を作成し、そ
の支援計画に従ったケアを実施した場合

1 691 円 20,730 円

サービス費
サービス費

月額（30日）

食費
居住費

１ヶ月の利用料

第３段階① 第３段階② 第３段階① 第３段階②

39,300 円

32円/月
（63円）【94円】

ＡＤＬの維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合2 763 円 22,890 円 81,690 円 102,990

79,530 円 100,830 円

⑥ ADL維持等加算Ⅰ円

円 105,300 円

⑤ 自立支援促進加算

円 107,520 円

5 985 円 29,550 円 88,350 円

4 914 円 27,420 円 86,220
（650円×30日） （1360円×30日） 　（1,310円×30日）

109,650 円

⑧ 褥瘡マネジメント加算Ⅰ
4円/月

（7円）【10円】
入所者ごとの褥瘡発生リスクを評価し、多職種共同にて支援計画を作成、
そのケアの内容や状態を記録するなど褥瘡管理を実施している場合

☆　市民税非課税世帯：第2段階（年金収入等80万円以下）

⑨ 介護職員処遇改善加算Ⅰ

※/月

⑦ 排せつ支援加算Ⅰ
11円/月

（21円）【32円】
入所者が排泄に介護を要する原因を分析し、多職種共同にて支援計画
を作成、その支援計画に基づくケアを実施した場合

3 840 円 25,200 円 84,000
19,500 円 40,800 円

691 円 20,730 円 57,030 円
直接サービスにかかる職員の処遇に関する加算

※サービス費×基準に定める加算率で算定

介護度 サービス費
サービス費

月額（30日）
食費 居住費 １ヶ月の利用料

⑩ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ1

⑪
介護職員等

ベースアップ等支援加算
3 840 円 25,200 円 61,500 円

　　（390円×30日）

円
11,700 円 24,600 円

2 763 円 22,890 円 59,190

入居日から起算して30日以内の期間と30日を超えた医療機関への入
院後に再入居された場合

5 985 円 29,550 円 65,850 円

63,720 円

該
当
者
の
み

⑫ 初期加算
32円/日

（63円）【94円】

⑬ 入院・外泊時加算
257円/日

（514円）【771円】

7円/食
（13円）【19円】

　 （820円×30日）
4 914 円 27,420 円

入院または外泊をされた場合（月6日限度）☆　老齢福祉年金・生活保護受給者：第1段階

介護度 サービス費
サービス費

月額（30日）
食費 居住費 １ヶ月の利用料

⑭ 療養食加算 医師の食事箋に基づき療養食を提供した場合

1 691 円 20,730 円 54,330 円

⑮ 看取り介護加算Ⅱ

3 840 円 25,200

84円/日
（168 円）【251円】

入所者の看取りを行った場合
死亡日以前45日～31日前において算定

2 763 円 22,890 円 56,490 円
9,000

58,800 円
　　（300円×30日） 　 （820円×30日） 151円/日

（301円）【452円】
死亡日以前4日～30日前において算定円

円
816円/日

（1,631円）【2,038円】
死亡日の前日・前々日において算定

円 24,600 円

5 985 円 29,550 円 63,150

4 914 円 27,420 円 61,020

円

1,359円/日
（2,717円）【4,076円】

配置医師が深夜に施設に訪問し診察を行った場合

⑰ 安全対策体制加算
20円/回

（41円）【62円】
施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制を
整備している場合、入所時1回のみ算定

自費負担分 その他料金
1,652円/日

（3,303円）【4,954円】
死亡日において算定

・長期入院、外泊中の居住費負担　2,600円／日
・健康管理（予防接種・健康診断等）　自費
・個人用電気使用料　１器具につき　55円／日
・おやつ代　132円/日（税込）

・診療費、お薬代、理美容代、嗜好品など、個人的なものについては
　ご本人様の負担となります。
・おむつ代、衣類洗濯代は、基本サービス費に含まれています。

⑯ 配置医師緊急時対応加算

680円/日
（1,359円）【2,038円】

配置医師が早朝・夜間に施設に訪問し診察を行った場合


